
 

 

議案第１７８号 

さいたま市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２２年１１月２４日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

さいたま市消防関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７４号）の一部

を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

事務の種類 手数料の額 
１ ［略］ 
２ 法第１１条第１項
前段の規定による危
険物の製造所、貯蔵
所又は取扱所の設置
の許可の申請に対す
る審査 

  

  ［略］  ［略］ 
  貯蔵所 
ア・イ ［略］ 

 
 ［略］ 

ウ 準特定屋外タ
ンク貯蔵所（岩
盤タンクに係る
屋外タンク貯蔵
所を除く。） 

１件につき  
５３０，０００円 

エ 特定屋外タン
ク貯蔵所（浮き
屋根式特定屋外
タンク貯蔵所（
浮き屋根を有す
る特定屋外貯蔵
タンクのうち、

  

事務の種類 手数料の額 
１ ［略］ 
２ 法第１１条第１項
前段の規定による危
険物の製造所、貯蔵
所又は取扱所の設置
の許可の申請に対す
る審査 

  

  ［略］  ［略］ 
  貯蔵所 
ア・イ ［略］ 

 
 ［略］ 

ウ 準特定屋外タ
ンク貯蔵所（岩
盤タンクに係る
屋外タンク貯蔵
所を除く。） 

１件につき  
５８０，０００円 

エ 特定屋外タン
ク貯蔵所（岩盤
タンクに係る屋
外タンク貯蔵所
を除く。） 

 
 

  



 

 

地方公共団体の
手数料の標準に
関する政令に規
定する総務省令
で定める金額等
を定める省令（
平成１２年自治
省令第５号）第
１条の２に規定
する特定屋外タ
ンク貯蔵所をい
う。オにおいて
同じ。）及び岩
盤タンクに係る
屋外タンク貯蔵
所を除く。） 
(ア) 危険物の貯
蔵最大数量が
１，０００キ
ロリットル以
上５，０００
キロリットル
未満のもの 

１件につき  
８２０，０００円 

(イ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５，０００キ
ロリットル以
上１０，００
０キロリット
ル未満のもの 

１件につき  
９９０，０００円 

(ウ) 危険物の貯
蔵最大数量が
１０，０００
キロリットル
以上５０，０
００キロリッ
トル未満のも
の 

１件につき  
１，１００，０００円 

(エ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５０，０００
キロリットル
以上１００，
０００キロリ
ットル未満の
もの 

１件につき  
１，４００，０００円 

(オ) 危険物の貯
蔵最大数量が
１００，００
０キロリット

１件につき  
１，６４０，０００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ア) 危険物の貯
蔵最大数量が
１，０００キ
ロリットル以
上５，０００
キロリットル
未満のもの 

１件につき  
９００，０００円 

(イ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５，０００キ
ロリットル以
上１０，００
０キロリット
ル未満のもの 

１件につき  
１，０９０，０００円 

(ウ) 危険物の貯
蔵最大数量が
１０，０００
キロリットル
以上５０，０
００キロリッ
トル未満のも
の 

１件につき  
１，２１０，０００円 

(エ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５０，０００
キロリットル
以上１００，
０００キロリ
ットル未満の
もの 

１件につき  
１，５４０，０００円 

(オ) 危険物の貯
蔵最大数量が
１００，００
０キロリット

１件につき  
１，８００，０００円 



 

 

ル以上２００ 
，０００キロ
リットル未満
のもの 

(カ) 危険物の貯
蔵最大数量が
２００，００
０キロリット
ル以上３００ 
，０００キロ
リットル未満
のもの 

１件につき  
３，８５０，０００円 

(キ) 危険物の貯
蔵最大数量が
３００，００
０キロリット
ル以上４００ 
，０００キロ
リットル未満
のもの 

１件につき  
５，０９０，０００円 

(ク) 危険物の貯
蔵最大数量が
４００，００
０キロリット
ル以上のもの 

１件につき  
６，２９０，０００円 

オ 浮き屋根式特
定屋外タンク貯
蔵所 

 

(ア) 危険物の貯
蔵最大数量が
１，０００キ
ロリットル以
上５，０００
キロリットル
未満のもの 

１件につき 
１，１２０，０００円 

(イ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５，０００キ
ロリットル以
上１０，００
０キロリット
ル未満のもの 

１件につき 
１，３３０，０００円 

(ウ) 危険物の貯
蔵最大数量が
１０，０００
キロリットル
以上５０，０
００キロリッ
トル未満のも
の 

１件につき 
１，４８０，０００円 

ル以上２００ 
，０００キロ
リットル未満
のもの 

(カ) 危険物の貯
蔵最大数量が
２００，００
０キロリット
ル以上３００ 
，０００キロ
リットル未満
のもの 

１件につき  
４，２３０，０００円 

(キ) 危険物の貯
蔵最大数量が
３００，００
０キロリット
ル以上４００ 
，０００キロ
リットル未満
のもの 

１件につき  
５，５９０，０００円 

(ク) 危険物の貯
蔵最大数量が
４００，００
０キロリット
ル以上のもの 

１件につき  
６，９１０，０００円 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

(エ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５０，０００
キロリットル
以上１００，
０００キロリ
ットル未満の
もの 

１件につき 
１，８３０，０００円 

(オ) 危険物の貯
蔵最大数量が
１００，００
０キロリット
ル以上２００ 
，０００キロ
リットル未満
のもの 

１件につき 
２，１２０，０００円 

(カ) 危険物の貯
蔵最大数量が
２００，００
０キロリット
ル以上３００ 
，０００キロ
リットル未満
のもの 

１件につき 
４，３３０，０００円 

(キ) 危険物の貯
蔵最大数量が
３００，００
０キロリット
ル以上４００ 
，０００キロ
リットル未満
のもの 

１件につき 
５，５７０，０００円 

(ク) 危険物の貯
蔵最大数量が
４００，００
０キロリット
ル以上のもの 

１件につき 
６，７７０，０００円 

カ 岩盤タンクに
係る屋外タンク
貯蔵所 

  

(ア) 危険物の貯
蔵最大数量が
４００，００
０キロリット
ル未満のもの 

１件につき  
５，７５０，０００円 

(イ) 危険物の貯
蔵最大数量が
４００，００
０キロリット
ル以上５００ 

１件につき  
７，２５０，０００円 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

オ 岩盤タンクに
係る屋外タンク
貯蔵所 

  

(ア) 危険物の貯
蔵最大数量が
４００，００
０キロリット
ル未満のもの 

１件につき  
６，３２０，０００円 

(イ) 危険物の貯
蔵最大数量が
４００，００
０キロリット
ル以上５００ 

１件につき  
７，９７０，０００円 



 

 

，０００キロ
リットル未満
のもの 

(ウ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５００，００
０キロリット
ル以上のもの 

１件につき  
１０，７００，０００
円 

キ ［略］  ［略］ 
ク ［略］  ［略］ 
ケ ［略］  ［略］ 
コ 移動タンク貯
蔵所（サに規定
する移動タンク
貯蔵所を除く。
） 

 ［略］ 

サ 積載式移動タ
ンク貯蔵所又は
航空機若しくは
船舶の燃料タン
クに直接給油す
るための給油設
備を備えた移動
タンク貯蔵所 

 ［略］ 

シ ［略］  ［略］ 
  ［略］ ［略］ 

３ 法第１１条第１項
後段の規定による危
険物の製造所、貯蔵 
所又は取扱所の位置、
構造又は設備の変更
の許可の申請に対す
る審査 

  

  ［略］  ［略］ 
  貯蔵所 前項第２号に掲げる

貯蔵所の区分（地方公
共団体の手数料の標準
に関する政令に規定す
る総務省令で定める金
額等を定める省令第２
条各号に掲げる屋外タ
ンク貯蔵所の区分に応
じ、当該各号に定める
場合には、前項第２号
イに掲げる屋外タンク 
貯蔵所の区分）に応じ、
それぞれ当該手数料の
額の２分の１に相当す
る額 

，０００キロ
リットル未満
のもの 

(ウ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５００，００
０キロリット
ル以上のもの 

１件につき  
１１，８００，０００
円 

カ ［略］  ［略］ 
キ ［略］  ［略］ 
ク ［略］  ［略］ 
ケ 移動タンク貯
蔵所（コに規定
する移動タンク
貯蔵所を除く。
） 

 ［略］ 

コ 積載式移動タ
ンク貯蔵所又は
航空機の燃料タ
ンクに直接給油
するための給油
設備を備えた移
動タンク貯蔵所 

 

 ［略］ 

サ ［略］  ［略］ 
  ［略］ ［略］ 

３ 法第１１条第１項
後段の規定による危
険物の製造所、貯蔵 
所又は取扱所の位置、
構造又は設備の変更
の許可の申請に対す
る審査 

  

  ［略］  ［略］ 
  貯蔵所 前項第２号に掲げる

貯蔵所の区分（特定屋
外タンク貯蔵所及び準
特定屋外タンク貯蔵所
（岩盤タンクに係る屋 
外タンク貯蔵所を除く。
）にあっては、屋外貯
蔵タンクのタンク本体
並びに基礎及び地盤（
地中タンク（危険物の
規制に関する規則（昭
和３４年総理府令第５
５号。以下この項にお
いて「規則」という。 
）第４条第３項第４号 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 に規定する地中タンク
をいう。）に係る特定
屋外タンク貯蔵所及び
準特定屋外タンク貯蔵
所にあってはタンク本
体及び地盤、海上タン
ク（規則第３条第２項
第１号に規定する海上
タンクをいう。）に係
る特定屋外タンク貯蔵
所及び準特定屋外タン
ク貯蔵所にあってはタ
ンク本体及び定置設備
（規則第４条第３項第
６号の２に規定する定
置設備をいう。）（定
置設備の地盤を含む。
））の変更以外の変更
に係る変更の許可の申
請に係る審査の場合、
岩盤タンクに係る屋外
タンク貯蔵所にあって
は、岩盤タンクのタン
ク本体の変更以外の変
更に係る変更の許可の 
申請に係る審査の場合、
危険物の規制に関する
政令等の一部を改正す
る政令（平成６年政令
第２１４号。以下この
項において「６年政令
」という。）附則第７
項に規定する旧基準の
特定屋外タンク貯蔵所
（以下この項において
「旧基準の特定屋外タ
ンク貯蔵所」という。
）にあっては、同項第
１号及び第２号に掲げ
る旧基準の特定屋外タ
ンク貯蔵所の区分に応
じ、それぞれ同項第１
号又は第２号に定める
日（その日前に当該旧
基準の特定屋外タンク
貯蔵所の構造及び設備
が６年政令附則第２項
第１号に規定する新基
準（以下この項におい
て「６年新基準」とい 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ［略］  ［略］ 

 う。）に適合すること
となった場合にあって
は、当該適合すること
となった日）までに行
われた変更の許可の申
請（当該旧基準の特定
屋外タンク貯蔵所の構
造及び設備を６年新基
準に適合させるための
ものを除く。）に係る
審査の場合又は危険物
の規制に関する政令の
一部を改正する政令（ 
平成１１年政令第３号。
以下この項において「
１１年政令」という。
）附則第２項に規定す
る旧基準の準特定屋外
タンク貯蔵所（以下こ
の項において「旧基準
の準特定屋外タンク貯
蔵所」という。）にあ
っては、同項各号に掲
げる旧基準の準特定屋
外タンク貯蔵所の区分
に応じ、当該各号に定
める日（その日前に当
該旧基準の準特定屋外
タンク貯蔵所の構造及
び設備が１１年政令附
則第２項に規定する新
基準（以下この項にお
いて「１１年新基準」
という。）に適合する
こととなった場合にあ
っては、当該適合する
こととなった日）まで
に行われた変更の許可
の申請（当該旧基準の
準特定屋外タンク貯蔵
所の構造及び設備を１
１年新基準に適合させ
るためのものを除く。
）に係る審査の場合に
は、前項第２号イに掲
げる屋外タンク貯蔵所
の区分）に応じ、それ
ぞれ当該手数料の額の
２分の１に相当する額 

  ［略］  ［略］ 



 

 

４・５ ［略］ 
６ 法第１１条の２第
１項及び危険物の規
制に関する政令第８
条の２第７項の規定
による危険物の製造
所、貯蔵所又は取扱
所の完成検査前検査 
  製造所、貯蔵所
又は取扱所の設置
の許可に係る完成
検査前検査 

  

ア・イ ［略］  ［略］ 
ウ 基礎・地盤検
査 

  

(ア) 危険物の貯
蔵最大数量が
１，０００キ
ロリットル以
上５，０００
キロリットル
未満の特定屋
外タンク貯蔵
所 

１件につき  
４１０，０００円 

(イ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５，０００キ
ロリットル以
上１０，００
０キロリット
ル未満の特定
屋外タンク貯
蔵所 

１件につき  
５４０，０００円 

(ウ) 危険物の貯
蔵最大数量が
１０，０００
キロリットル
以上５０，０
００キロリッ
トル未満の特
定屋外タンク
貯蔵所 

１件につき  
７００，０００円 

(エ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５０，０００
キロリットル
以上１００，
０００キロリ
ットル未満の
特定屋外タン

１件につき  
９２０，０００円 

４・５ ［略］ 
６ 法第１１条の２第
１項及び危険物の規
制に関する政令第８
条の２第７項の規定
による危険物の製造
所、貯蔵所又は取扱
所の完成検査前検査 
  製造所、貯蔵所
又は取扱所の設置
の許可に係る完成
検査前検査 

  

ア・イ ［略］  ［略］ 
ウ 基礎・地盤検
査 

  

(ア) 危険物の貯
蔵最大数量が
１，０００キ
ロリットル以
上５，０００
キロリットル
未満の特定屋
外タンク貯蔵
所 

１件につき  
４５０，０００円 

(イ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５，０００キ
ロリットル以
上１０，００
０キロリット
ル未満の特定
屋外タンク貯
蔵所 

１件につき  
５９０，０００円 

(ウ) 危険物の貯
蔵最大数量が
１０，０００
キロリットル
以上５０，０
００キロリッ
トル未満の特
定屋外タンク
貯蔵所 

１件につき  
７７０，０００円 

(エ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５０，０００
キロリットル
以上１００，
０００キロリ
ットル未満の
特定屋外タン

１件につき  
１，０１０，０００円 



 

 

ク貯蔵所 
(オ) 危険物の貯
蔵最大数量が
１００，００
０キロリット
ル以上２００ 
，０００キロ
リットル未満
の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき  
１，０４０，０００円 

(カ) 危険物の貯
蔵最大数量が
２００，００
０キロリット
ル以上３００ 
，０００キロ
リットル未満
の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき  
１，６００，０００円 

(キ) 危険物の貯
蔵最大数量が
３００，００
０キロリット
ル以上４００ 
，０００キロ
リットル未満
の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき  
１，８２０，０００円 

(ク) 危険物の貯
蔵最大数量が
４００，００
０キロリット
ル以上の特定
屋外タンク貯
蔵所 

１件につき  
２，０３０，０００円 

エ 溶接部検査   
(ア) 危険物の貯
蔵最大数量が
１，０００キ
ロリットル以
上５，０００
キロリットル
未満の特定屋
外タンク貯蔵
所 

１件につき  
４９０，０００円 

(イ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５，０００キ
ロリットル以
上１０，００

１件につき  
６３０，０００円 

ク貯蔵所 
(オ) 危険物の貯
蔵最大数量が
１００，００
０キロリット
ル以上２００ 
，０００キロ
リットル未満
の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき  
１，１４０，０００円 

(カ) 危険物の貯
蔵最大数量が
２００，００
０キロリット
ル以上３００ 
，０００キロ
リットル未満
の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき  
１，７６０，０００円 

(キ) 危険物の貯
蔵最大数量が
３００，００
０キロリット
ル以上４００ 
，０００キロ
リットル未満
の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき  
２，０００，０００円 

(ク) 危険物の貯
蔵最大数量が
４００，００
０キロリット
ル以上の特定
屋外タンク貯
蔵所 

１件につき  
２，２３０，０００円 

エ 溶接部検査   
(ア) 危険物の貯
蔵最大数量が
１，０００キ
ロリットル以
上５，０００
キロリットル
未満の特定屋
外タンク貯蔵
所 

１件につき  
５４０，０００円 

(イ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５，０００キ
ロリットル以
上１０，００

１件につき  
６９０，０００円 



 

 

０キロリット
ル未満の特定
屋外タンク貯
蔵所 

(ウ) 危険物の貯
蔵最大数量が
１０，０００
キロリットル
以上５０，０
００キロリッ
トル未満の特
定屋外タンク
貯蔵所 

１件につき  
９５０，０００円 

(エ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５０，０００
キロリットル
以上１００，
０００キロリ
ットル未満の
特定屋外タン
ク貯蔵所 

１件につき  
１，３１０，０００円 

(オ) 危険物の貯
蔵最大数量が
１００，００
０キロリット
ル以上２００ 
，０００キロ
リットル未満
の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき  
１，６５０，０００円 

(カ) 危険物の貯
蔵最大数量が
２００，００
０キロリット
ル以上３００ 
，０００キロ
リットル未満
の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき  
３，１８０，０００円 

(キ) 危険物の貯
蔵最大数量が
３００，００
０キロリット
ル以上４００ 
，０００キロ
リットル未満
の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき  
３，８９０，０００円 

(ク) 危険物の貯 １件につき  

０キロリット
ル未満の特定
屋外タンク貯
蔵所 

(ウ) 危険物の貯
蔵最大数量が
１０，０００
キロリットル
以上５０，０
００キロリッ
トル未満の特
定屋外タンク
貯蔵所 

１件につき  
１，０４０，０００円 

(エ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５０，０００
キロリットル
以上１００，
０００キロリ
ットル未満の
特定屋外タン
ク貯蔵所 

１件につき  
１，４４０，０００円 

(オ) 危険物の貯
蔵最大数量が
１００，００
０キロリット
ル以上２００ 
，０００キロ
リットル未満
の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき  
１，８１０，０００円 

(カ) 危険物の貯
蔵最大数量が
２００，００
０キロリット
ル以上３００ 
，０００キロ
リットル未満
の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき  
３，４９０，０００円 

(キ) 危険物の貯
蔵最大数量が
３００，００
０キロリット
ル以上４００ 
，０００キロ
リットル未満
の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき  
４，２８０，０００円 

(ク) 危険物の貯 １件につき  



 

 

蔵最大数量が
４００，００
０キロリット
ル以上の特定
屋外タンク貯
蔵所 

４，４５０，０００円 

オ 岩盤タンク検
査 

  

(ア) 危険物の貯
蔵最大数量が
４００，００
０キロリット
ル未満の屋外
タンク貯蔵所 

１件につき  
９，１００，０００円 

(イ) 危険物の貯
蔵最大数量が
４００，００
０キロリット
ル以上５００ 
，０００キロ
リットル未満
の屋外タンク
貯蔵所 

１件につき  
１２，４００，０００
円 

(ウ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５００，００
０キロリット
ル以上の屋外
タンク貯蔵所 

１件につき  
１７，０００，０００
円 

  ［略］  ［略］ 
７ 法第１４条の３第
１項又は第２項の規
定による特定屋外タ
ンク貯蔵所又は移送
取扱所の保安に関す
る検査 
  特定屋外タンク
貯蔵所（岩盤タン
クに係る屋外タン
ク貯蔵所を除く。
） 

 

ア 危険物の貯蔵
最大数量が１，
０００キロリッ
トル以上５，０
００キロリット
ル未満のもの 

イ 危険物の貯蔵
最大数量が５，
０００キロリッ 

１件につき  
３１０，０００円 
 
 
 
 
１件につき  
４１０，０００円 

蔵最大数量が
４００，００
０キロリット
ル以上の特定
屋外タンク貯
蔵所 

４，８９０，０００円 

オ 岩盤タンク検
査 

  

(ア) 危険物の貯
蔵最大数量が
４００，００
０キロリット
ル未満の屋外
タンク貯蔵所 

１件につき  
１０，０００，０００
円 

(イ) 危険物の貯
蔵最大数量が
４００，００
０キロリット
ル以上５００ 
，０００キロ
リットル未満
の屋外タンク
貯蔵所 

１件につき  
１３，６００，０００
円 

(ウ) 危険物の貯
蔵最大数量が
５００，００
０キロリット
ル以上の屋外
タンク貯蔵所 

１件につき  
１８，７００，０００
円 

  ［略］  ［略］ 
７ 法第１４条の３第
１項又は第２項の規
定による特定屋外タ
ンク貯蔵所又は移送
取扱所の保安に関す
る検査 
  特定屋外タンク
貯蔵所（岩盤タン
クに係る屋外タン
ク貯蔵所を除く。
） 

 

ア 危険物の貯蔵
最大数量が１，
０００キロリッ
トル以上５，０
００キロリット
ル未満のもの 

イ 危険物の貯蔵
最大数量が５，
０００キロリッ 

１件につき  
３４０，０００円 
 
 
 
 
１件につき  
４５０，０００円 



 

 

トル以上１０，
０００キロリッ
トル未満のもの 

 

ウ 危険物の貯蔵
最大数量が１０ 
，０００キロリ
ットル以上５０ 
，０００キロリ
ットル未満のも
の 

１件につき  
７２０，０００円 

エ 危険物の貯蔵
最大数量が５０ 
，０００キロリ
ットル以上１０
０，０００キロ
リットル未満の
もの 

１件につき  
９２０，０００円 

オ 危険物の貯蔵
最大数量が１０
０，０００キロ
リットル以上２
００，０００キ
ロリットル未満
のもの 

１件につき  
１，１６０，０００円 

カ 危険物の貯蔵
最大数量が２０
０，０００キロ
リットル以上３
００，０００キ
ロリットル未満
のもの 

１件につき  
２，８３０，０００円 

キ 危険物の貯蔵
最大数量が３０
０，０００キロ
リットル以上４
００，０００キ
ロリットル未満
のもの 

１件につき  
３，４７０，０００円 

ク 危険物の貯蔵
最大数量が４０
０，０００キロ
リットル以上の
もの 

１件につき  
４，０００，０００円 

  岩盤タンクに係
る特定屋外タンク
貯蔵所 

  

ア 危険物の貯蔵
最大数量が１，
０００キロリッ
トル以上４００ 

１件につき  
２，６６０，０００円 

トル以上１０，
０００キロリッ
トル未満のもの 

 

ウ 危険物の貯蔵
最大数量が１０ 
，０００キロリ
ットル以上５０ 
，０００キロリ
ットル未満のも
の 

１件につき  
７９０，０００円 

エ 危険物の貯蔵
最大数量が５０ 
，０００キロリ
ットル以上１０
０，０００キロ
リットル未満の
もの 

１件につき  
１，０１０，０００円 

オ 危険物の貯蔵
最大数量が１０
０，０００キロ
リットル以上２
００，０００キ
ロリットル未満
のもの 

１件につき  
１，２７０，０００円 

カ 危険物の貯蔵
最大数量が２０
０，０００キロ
リットル以上３
００，０００キ
ロリットル未満
のもの 

１件につき  
３，１１０，０００円 

キ 危険物の貯蔵
最大数量が３０
０，０００キロ
リットル以上４
００，０００キ
ロリットル未満
のもの 

１件につき  
３，８１０，０００円 

ク 危険物の貯蔵
最大数量が４０
０，０００キロ
リットル以上の
もの 

１件につき  
４，４００，０００円 

  岩盤タンクに係
る特定屋外タンク
貯蔵所 

  

ア 危険物の貯蔵
最大数量が１，
０００キロリッ
トル以上４００ 

１件につき  
２，９２０，０００円 



 

 

，０００キロリ
ットル未満のも
の 
イ 危険物の貯蔵
最大数量が４０
０，０００キロ
リットル以上５
００，０００キ
ロリットル未満
のもの 

１件につき  
３，１９０，０００円 

ウ 危険物の貯蔵
最大数量が５０
０，０００キロ
リットル以上の
もの 

１件につき  
４，７９０，０００円 

  ［略］  ［略］ 
８～１０ ［略］  

，０００キロリ
ットル未満のも
の 
イ 危険物の貯蔵
最大数量が４０
０，０００キロ
リットル以上５
００，０００キ
ロリットル未満
のもの 

１件につき  
３，５００，０００円 

ウ 危険物の貯蔵
最大数量が５０
０，０００キロ
リットル以上の
もの 

１件につき  
５，２６０，０００円 

  ［略］  ［略］ 
８～１０ ［略］  

  

附 則 

この条例は、平成２３年１月１日から施行する。 


